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令和３年１０月１日 
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仲
秋
の
候
、
一
般
社
団
法
人

練
馬
西
青
色
申
告
会
の
皆
様

方
に
は
益
々
ご
清
栄
の
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
人
事
異
動
で
練

馬
西
税
務
署
長
を
拝
命
し
ま

し
た
市
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前

任
の
大
久
保
署
長
同
様
ご
高

配
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

梶
野
会
長
を
は
じ
め
役
員

並
び
に
会
員
の
皆
様
方
に
は
、

日
頃
よ
り
税
務
行
政
に
対
し

ま
し
て
深
い
ご
理
解
と
多
大

な
る
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
っ

て
、多
く
の
公
益
事
業
や
活
動

が
自
粛
・
見
直
し
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
中
、
貴
会
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、青
色
申
告
制
度
の
普

及
・
定
着
や
決
算
指
導
な
ど
の

各
種
指
導
事
業
に
取
り
組
ま

れ
る
と
と
も
に
、
小
学
生
を
対

象
と
し
た
「
税
の
書
道
展
」
な

ど
を
継
続
し
て
実
施
し
て
い

た
だ
く
な
ど
、多
岐
に
わ
た
る

ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
、

重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、最
近
の
税
務
行
政
を

取
り
巻
く
環
境
は
、経
済
取
引

の
国
際
化
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
進

展
し
、
ま
す
ま
す
複
雑
・
困
難

化
し
て
お
り
、大
き
な
変
革
期

を
迎
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

令
和
元
年
10
月
に
は
、
消
費

税
率
10
％へ
の

改
定
と
軽
減

税
率
制
度
が
導
入
さ
れ
て
お

り
、
令
和
５
年
10
月
か
ら
は
、

消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の

方
式
と
し
て
適
格
請
求
書
保

存
方
式
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ 

イ
ス
制
度
）
の
導
入
が
予
定 

さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て

は
、
こ
う
し
た
変
化
に
対
応
し

つ
つ
、先
般
国
税
庁
が
公
表
し

ま
し
た
「
税
務
行
政
の
将
来

像
」
を
見
据
え
て
、「
納
税
者

の
自
発
的
な
納
税
義
務
の
履

行
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
現

す
る
」
と
い
う
国
税
庁
の
使
命

を
果
た
し
て
い
く
所
存
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
私
ど
も
の

力
の
み
で
は
お
の
ず
と
限
界

が
あ
り
、従
前
以
上
に
貴
会
の

お
力
添
え
が
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
皆
様 

と
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
相
互

理
解
・
信
頼
関
係
の
構
築
に 

努
め
て
ま
い
る
所
存
で
す
。
練

馬
西
青
色
申
告
会
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
税
務
の 

良
き
理
解
者
と
し
て
、
そ
し
て

私
ど
も
の
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
、今
後
と
も
よ
り
一
層 

の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

結
び
に
当
た
り
ま
し
て
、
一

般
社
団
法
人
練
馬
西
青
色
申

告
会
の
益
々
の
ご
発
展
と
会

員
の
皆
様
の
ご
健
勝
並
び
に

事
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈

念
い
た
し
ま
し
て
、着
任
の
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

着
任
の
ご
挨
拶 

市

川

康

樹 

練
馬
西
税
務
署
長 
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インボイス制度に関するお問い合わせは下記へどうぞ。 

「軽減・インボイスコールセンター」 

令和３年１０月１日登録申請受付開始 

 

登録申請手続は、e-Taxをご利用ください！  
★「e-Tax ソフト（WEB版）」、「e-Tax ソフト（SP版）」をご利用いた
だくと質問に回答していくことで申請が可能 

 

★e-Taxで申請した場合、電子データで登録通知の受領が可能 
 

※「登録通知」には、令和５年１０月以降インボイスに必要な「登録番号」を記載しており、 

  紛失防止等の観点から電子データでの受領をお勧めしています。 

【郵送の場合の送付先】 （税務署ではありませんので、ご注意ください） 

〒262-8514 千葉市花見川区武石町 1-520-3 東京国税局インボイス登録センター 

令和５年１０月１日から、 
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」 が導入されます。 

インボイス制度について詳しく

お知りになりたい方は、国税庁

ホームページ「インボイス制度

特設サイト」をご覧ください。 

(https://www.nta.go.jp) 

請求書 
 

〇〇㈱御中 
 

11 月分 43,600円       ●●年 11 月 30 日 
  

 

11 月 5 日   割りばし   20,000 円 

11 月 8 日   牛肉※     20,000 円 

 

合計 40,000 円   消費税 3,600 円 

 

10％対象 20,000 円   消費税  2,000 円 

8％対象 20,000 円   消費税  1,600 円 

 
※は軽減税率対象 

❸ 

❹ 

❺ 

❷ 

△△商店  
(T12345…) 

❻ 

❸ 

❶ 
【記載事項】 （令和５年１０月～） 

❶インボイス発行事業者の氏名または名称及び登録番号 

❷取引年月日 

❸取引の内容（軽減税率の対象品目である旨） 

❹税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率 

❺税率ごとに区分した消費税額等 

❻インボイスの交付を受ける事業者の氏名または名称 

⇒ 売手が買手に対して、正確な消費税率・消費税額などを伝えるため 

に発行する請求書のことです。適格請求書とも言います。 
 

⇒ 売手がインボイスを発行し、買手はインボイスを受領・保存することに 

より、消費税の仕入税額控除が適用できる制度です。 
 

⇒ 事前に登録申請を行い、適格請求書発行事業者（登録事業者）に 

なる必要があります。 

インボイス〈例〉  

★売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業

者）から求められたときは、インボイスを交付しなければなりま

せん。（交付したインボイスの写しを保存しておく必要あり） 
 

★買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取

引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイ

スの保存等が必要となります。 

特設サイトへ 

※令和５年１０月１日から登録事業者になるためには、令和５年３月３１日までに登録申請書を提出する必要があります。 

また、課税事業者のみが登録可能となりますので、免税事業者は課税事業者となる必要があります。 

イ ン ボ イ ス と は ？ 

イ ン ボ イ ス 制 度 と は ？ 
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複 式 簿 記 の  決算編講座  
～ 3 時 間 コース～  

 

 

※なお、今回の講座は会計ソフトを使用しませんが決算についての理解ができますので、会計ソフト

で入力されている方も是非ご出席ください。 
 

 

■ 日 時 

 午前の部 午後の部 

12月 2日（木） 9時 30分～12時 30分 1時 30分～4時 30分 

12月 3日（金） 9時 30分～12時 30分 1時 30分～4時 30分 
 

※講義内容は午前及び午後とも同じ内容です。 
 

■ 会 場：（一社）練馬西青色申告会事務所 3階会議室 

■ 定 員：各 1回につき 5名まで（11/19までにご予約ください）   ■ 受講料：無料 
 

申込先：（一社）練馬西青色申告会 ☎03-5387-6211 

会員税理士・弁護士・司法書士による 

無料個別相談会  
■ 対象者：今年土地、建物を売却した方で申告の仕方がわからない方。 

相続・贈与等の申告でお悩みの方 

身の回りの法律問題（相続・遺言・遺産分割/不動産売買/借地借家/ 

交通事故/金銭問題/離婚/会社経営など）についてお悩みの方 

土地、建物の相続・贈与等の名義変更、抵当権抹消等の登記。 

成年後見制度について相談したい方。 
 

■ 日 程：

税理士（午前・午後） 弁護士（午後のみ） 司法書士（午後のみ） 

11/2（火）・11/4（木） 11/19（金） 11/17（水） 

 
■ 時 間：午前の部 ９時３０分～１２時３０分まで 

午後の部 ２時００分～ ４時４５分まで  ※一人あたり４５分程度 
 

■ 会 場：練馬西青色会館３Ｆ並びに１Ｆ会議室  ※必ずマスクの着用をお願いします。 
 

申込先：（一社）練馬西青色申告会 ☎03-5387-6211 

※申込締切 10/25まで 



 

（4）

年末調整の個別相談会は令和４年１月１１日まで 

 

マル経融資のご案内 
～小規模事業者経営改善資金～ 

 

※融資限度額：２,０００万円 

※返済期間：運転資金 7 年以内 

※返済期間： 設備資金 10 年以内 
 

■利率：1.21％（2021 年 9 月 1 日現在） 

※担保・保証人不要（保証協会の保証も不要） 

※他に練馬区の利子補給 40％（3 年間） 

※利用できる方：従業員 20 名以下 

※1 年以上事業を行っている方 

※飲食業の設備資金も利用可能 
 

◇本融資は商工会議所の推薦で日本政策金融公 

庫より事業資金として貸し出されますが、審査 

の結果、ご希望の添えないことがあります。 
 

《窓口専門相談》 
 

本相談は、経営に関する相談に限定しております。 

会員・非会員の方問わず利用できます。 

 

【法律相談】毎月第 1 金曜日 

【法律相談】 午後 1 時～4 時（30 分単位） 

【法律相談】 相談員：弁護士 相談無料  
 

【税務相談】1 月～3 月 毎週火曜日 

【税務相談】 4 月～12 月 毎月第 2 火曜日 

【税務相談】 午後 1 時～4 時（30 分単位）  

【税務相談】 相談員：税理士 相談無料 
 

東京商工会議所練馬支部  

練馬区練馬 1-17-1 Coconeri 4Ｆ 

〈年末調整とは〉 
給与の支払者は、毎月（日）の給与の支払いの際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税及

び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の一年間の

合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額（年税

額）と一致しないのが通常です。 

その一年間の給与総額が確定する年末に納めなければならない給与総額についての税額（年税

額）とそれまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付する手続きを「年末

調整」といいます。 

その年末調整の個別相談会を次の通り行います。 
 

■期     間 ： 令和３年１２月１３日～令和４年１月１１日（第２第４土曜・日曜祭日を除く。尚、 

令和３年１２月２９日～令和４年１月４日までは休業となります。） 
 

■会     場 ： 一般社団法人練馬西青色申告会事務所 
 

■必要な書類 ： 一人別源泉徴収簿、税務署から送られた納付書（年末調整関係書類は１０ 

 月下旬に送付される予定です。）生命保険料、地震保険料、国民年金保険 

料等の控除証明書 


